別表
査察対象物種別
対象

第1種査察対象物
ア　政令別表第1、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの
イ　政令別表第1、(17)項に掲げる防火対象物

第2種査察対象物
政令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの

第3種査察対象物
政令別表第1に掲げる防火対象物のうち法第8条第1項の規定の適用を受けるもの。ただし、第1種査察対象物及び第2種査察対象物に該当するものを除く。

第4種査察対象物
第1種査察対象物から第3種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物

第5種査察対象物
製造所等で、保安監督者の選任義務を有するもの

第6種査察対象物
第5種査察対象物以外の製造所等

第7種査察対象物
ア　少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅を除く)
イ　指定可燃物貯蔵取扱所

